
 

習志野市谷津干潟自然観察センター等指定管理者候補者選定評価表 

 

1.市民の平等な利用の確保 9 7.6

3 3.0

3 2.4

3 2.2

2.管理を安定して行う物理的能力、財政的能力及び人的能力の保持 17 12.8

3 2.4

5 3.0

3 2.2

3 2.6

3 2.6

3.当該施設の効用を最大限に発揮させる能力及び経費の縮減 24 13.0

3 2.8

3 2.8

3 2.4

5 5.0

10 0.0

50 33.4

1.施設運営 35 28.6

5 3.4

5 3.8

10 9.2

5 3.8

5 4.2

5 4.2

2.環境学習 15 12.8

5 4.6

7 5.4

3 2.8

50 41.4

100 74.8
※指定管理者候補者となるための最低制限点数を、AからDまでの評価項目中B評価の「市が 要求するレベルを満たしている」の合計である６１点としている。

自主事業が施設の効果的な活用、入館者の拡大に結び付いているか

利用料金設定額について（上限額と比べ減額しているか）
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配点
選定
項目

区分 評価の観点

共通事項　計

施設の設置目的を理解し「公の施設」の管理運営の考え方が妥当であるか

当該施設の効率的な管理運営のため、市民の意見をどのように取り入れるか

当該施設で行う事業等を市民にどのように広報を行うか

適正な職員の配置が可能か、また、勤務体制と職員の研修計画は適切か

管理運営費の縮減は図られているか

入館者の増加を図るためのサービス向上策等、施設の効用を最大限に発揮させる
取り組みがされているか

共通事項+個別事項　合計

環境学習に対する取組み方・考え方が示されているか

谷津干潟の普及啓発やイベントに対する取り組み方、考え方が示されているか

環境学習指導を行う者（環境学習に係る自然観察指導員や学芸員等の資格を有する者の
数）の確保と配置（常勤３名以上）がなされているか

個
別
事
項

個別事項　計

利用者の苦情処理体制について、適切な考え方が示されているか

自然観察や自然保護に関する取り組み方、考え方

地域との協働・連携に対する取り組みが示されているか

より魅力的な施設の運営及び集客につながる事業計画がされているか
（食堂・売店の運営形態を含む：収支経理の明確化は図られているか）

ボランティアとの協働連携、研修及びコーディネートについての取り組みが示されているか

公園管理を行う上での維持管理、育成管理に必要な知識・経験があるか

類似施設等の運営に係る知識・経験があるか

評価点

経済的（運営・収支・資産等）に安定した運営が可能か

施設の維持・管理は妥当か

個人情報の保護措置は十分か

緊急事態への対応策は十分か


